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岡山県県民生活部人権・男女共同参画課 

（制定）令和 2 年３月３日 

（改定）令和６年２月２８日 

（改定）令和７年４月１日 

おかやまＵＤアンバサダー登録・活動に係る留意事項 

おかやまＵＤアンバサダーの登録・活動については、次の各項目をよく読んで十分

ご理解いただいた上で行うこととしてください。 

 

１ おかやまＵＤアンバサダー登録制度について 

１ 目 的 

岡山県が推進する「すべての県民が明るい笑顔で暮らす岡山」を目指して、ＵＤ（ユ

ニバーサルデザイン）の考え方や県内における取組事例などをより多くの県民に発信

することができる「おかやまＵＤアンバサダー（魅力発信大使）」を登録し、おかやま

ＵＤアンバサダーが最新のＵＤ情報やそれぞれの活動状況を共有することによって、

県民主体の活動の輪をさらに広げることを目的とします。 

 

２ 名 称 

（１）「おかやまＵＤアンバサダー」とは、おかやまユニバーサルデザイン推進指針（平

成１６年３月制定）に基づき、各種講座やＳＮＳなど様々な場においてより多くの

県民にＵＤの魅力を発信する志を持った者で、別紙「おかやまＵＤアンバサダー登

録者名簿（以下「アンバサダー名簿」といいます。）」に記載された方を指します。 

（２）「おかやまＵＤジュニアアンバサダー」とは、アンバサダーのうち１８歳未満の方

を指します。 

（３）「受託事業者」とは、県が実施するユニバーサルデザイン協働のパートナー事業を

受託する事業者を指します。 
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（４）「県等」とは、県及び受託事業者を指します。 

 

２ 登録について 

１ 対象者 

（１）登録を希望する年度の前の年度において、県等が開催する「おかやまＵＤアンバサ

ダー養成講座」のうち３回以上受講した方 

（２）平成１８～２０年度に県が開催したＵＤカレッジを受講してＵＤリーダーの資格

を取得し、かつ登録を希望する年度の前の年度において県が指定する更新講座を受

講した方 

 

２ 登録の方法 

（１）おかやまＵＤアンバサダーとしての登録を申請する方（以下「申請者」といいま

す。）は、「おかやまＵＤアンバサダー登録・更新申請書（様式第１号）」及び「おか

やまＵＤアンバサダー登録（承諾）票（様式第２号）」を受託事業者に提出してくだ

さい。なお、おかやまＵＤジュニアアンバサダーの登録の申請に際しては、保護者の

同意が必要です。 

（２）受託事業者は、前項により提出された書類（以下「申請書類」といいます。）を受

理したときは、内容について審査し、適当と認めたときはアンバサダー名簿を作成

して申請書類とともに知事へ提出します。 

（３）知事は、前項により提出された申請書類及びアンバサダー名簿の内容を確認の上、

適当と認めたときは当該申請者をおかやまＵＤアンバサダーとして認定し、「おかや

まＵＤアンバサダー登録証（様式第３号）（以下「登録証」といいます。）」を発行し

受託事業者に送付します。 

（４）受託事業者は、知事から送付された登録証を申請者に交付します。 
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３ 登録事項の変更 

（１）おかやまＵＤアンバサダーは、アンバサダー名簿に記載された内容に変更が生じ

た場合は、速やかに「おかやまＵＤアンバサダー登録事項変更届（様式第４号）」に

より受託事業者へ届け出てください。 

（２）受託事業者は、おかやまＵＤアンバサダーから変更の届け出があったときは、アン

バサダー名簿の内容を変更した上で知事に報告します。 

 

４ 登録の有効期間 

おかやまＵＤアンバサダーの登録有効期間は、知事がおかやまＵＤアンバサダーと

して認定した日が属する年度の３月３１日で完了します。ただし、次によりおかやまＵ

Ｄアンバサダーが登録の更新手続きをして、知事がこれを適当と認めたときは、登録の

有効期間は１年間延長されます。 

例）令和２年度に認定した場合は・・・・・令和３年３月３１日まで有効 

  更新手続きをして認められた場合は・・令和４年３月３１日まで有効 

 

５ 登録の更新 

おかやまＵＤアンバサダーが登録を更新するときは、県が指定する更新講座を受講

し「おかやま ＵＤアンバサダー登録・更新申請書（様式第１号）」を受託事業者に提

出してください。 

 

６ 登録の辞退 

（１）おかやまＵＤアンバサダーが登録を辞退しようとするときは、速やかに「おかやま

ＵＤアンバサダー登録辞退申請書（様式第５号）」を受託事業者に提出してくださ

い。 

（２）受託事業者は、おかやまＵＤアンバサダーから登録自体申請書が提出されたとき
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は、アンバサダー名簿から当該おかやまＵＤアンバサダーを削除した上で登録証を

回収し、知事に報告します。 

 

７ 登録の取消 

（１）知事は、おかやまＵＤアンバサダーが次の各号のいずれかに該当するときは、登録

を取り消すことができます。 

・「２ 登録について」の対象者としての要件を満たさないことが判明した場合 

・偽りその他不正な手段による登録が判明した場合 

・おかやまＵＤアンバサダーとしての責務及び遵守事項に反した場合 

・県民に不利益を与える等の不当行為、その他おかやまＵＤアンバサダーとして不

適当と認められる事由が判明した場合 

・その他知事が認める場合 

（２）知事は、上記によりおかやまＵＤアンバサダーの登録を取り消したときは、受託事

業者に登録を取り消した旨を通知します。 

（３）受託事業者は、知事からおかやまＵＤアンバサダーの登録を取り消した旨の通知

を受けたときは、おかやまＵＤアンバサダー名簿から当該おかやまＵＤアンバサダ

ーを削除した上で登録証を回収します。 

 

８ 再登録 

（１）登録を取り消されたおかやまＵＤアンバサダーは、登録削除の日から１年間は再

登録を申請することができません。なお、知事が特に認めた場合はこの限りではあ

りません。 

（２）知事は、登録取り消しの理由に応じ、再度同様な事態になる恐れがあると考えられ

る場合は、再登録を認めないことができます。 
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９ 個人情報の取扱 

（１）県等は、登録・活動に際しておかやまＵＤアンバサダーが提出した書類から知り得

た情報（以下「個人情報」といいます。）を岡山県個人情報保護条例に基づいて取り

扱うこととし、主 に次の目的で利用します。 

・おかやまＵＤアンバサダー養成講座の開催案内を送付するため 

・おかやまＵＤアンバサダーとして講座での登壇を依頼するため 

・おかやまＵＤアンバサダーとしての活動に係る資料を送付するため 

（２）県等は、個人情報のうちおかやまＵＤアンバサダーが公表することを承諾した登

録項目に限り、県ホームページへの掲載等により公表します。 

（３）県等は、アンバサダー名簿の内容を変更したとき又はアンバサダー名簿からおか

やまＵＤアンバサダーを削除したときは、県ホームページへの掲載等についても変

更又は削除します。 

（４）県等は、申請書類及び個人情報について、当該アンバサダーに係る登録の有効期間

が満了した日から５年間保管した後、適正に処分します。 

 

１０ 費用負担 

知事は、おかやまＵＤアンバサダーが行う講座やＳＮＳを使った発信等、ＵＤの啓発

活動に要する費用を負担しません。 

 

１１ おかやまＵＤアンバサダーの責務 

おかやまＵＤアンバサダーは、講座やＳＮＳを使った発信等、ＵＤの啓発活動を行う

に際して、次の各号に掲げる事項を守らなければなりません。 

・ＵＤの最新情報の収集に努め、自分の思い込みや誤った情報を伝えない 

・特定の個人・団体・企業等を中傷、攻撃しない 

・ＳＮＳ等で画像や動画を使った情報発信を行うときは、事前に承諾を得た上で撮 
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影し、背景に映り込む人の顔・社屋看板等にも十分配慮する 

・おかやまＵＤアンバサダーとして活動するときはもちろん、日常生活においてもＵ

Ｄマインド（優しい想像力）を心がける 

 

１２ 活動状況の徴求等 

県等が、おかやまＵＤアンバサダーが行う講座やＳＮＳ等による普及啓発の内容に

ついて、おかやまＵＤアンバサダーに対し活動状況の報告を求め、必要に応じて調査・

指導を行うことがあります。 

 

１３ その他 

（１）おかやまＵＤアンバサダーとして登録することによって、県等がおかやまＵＤア

ンバサダーに対して「おかやまＵＤアンバサダー養成講座」等への登壇の機会を保

証するものではありません。 

（２）上記のほか、必要な事項は知事が別に定めることとします。 
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（別紙）第２条、第４条、第５条、第８条、第９条関係 
 
 
 

    年度「おかやまＵＤアンバサダー」登録者名簿 
 

 

№ 氏 名 
住所地の 
市町村名 

電 話 メールアドレス 
認 定 番 号 

取消年月日 

(例) 岡山 太郎 岡山市 086-226-74XX jinken@pref/////.jp 
2020-001 

 

１     
 

 

２     
 

 

３     
 

 

４     
 

 

５     
 

 

６     
 

 

７     
 

 

８     
 

 

9     
 

 

10     
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（様式第１号）第４条、第７条関係 
 
 

  
□ 登 録 

「おかやまＵＤアンバサダー」       申請書 
□ 更 新 

 
 
 

                             年   月   日 
 
 
 
 岡山県知事 伊原木 隆太 様 
 
 
 
               申請者 氏 名                  
 
 
                                  住 所                   
                            
 
                    連絡先                  
 
 
 

年度において、「おかやまＵＤアンバサダー」として登録したいので、おか

やまＵＤアンバサダー登録制度実施要領第４条第1項の規定により、必要書類を添付して

申請します。 

 

（添付書類） 

□ おかやまＵＤアンバサダー登録（承諾）票 （様式第２号） 

 ※ 初回申請の際、必ず添付してください。 

□ おかやまＵＤアンバサダー登録事項変更届 （様式第４号） 

 ※ 更新申請の際、様式第２号の内容に変更がある場合のみ添付してください。 

 □ その他書類 

    ・                                   

    ・                                   
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（様式第２号）第４条、第５条関係 
 
 

「おかやまＵＤアンバサダー」登録（承諾）票 
 

 私は、おかやまＵＤアンバサダー登録制度実施要領の目的及び制度について理解し、おか

やまＵＤアンバサダーとして登録されることを承諾します。 

 併せて、次の表の「登録項目」欄に記入した項目のうち「情報提供」欄で「可」とした 

項目について、電話等による問い合わせに対しての情報提供及び県等のホームページへの  

掲載を承諾します。 

 

      年   月   日 
 
  岡山県知事 伊原木 隆太 様 
 

申 請 者（自書）                           
  
 

保 護 者（自書）                           
                                            ※１８歳未満の場合は、保護者の署名が必要です。 

 

登  録  項  目 情報提供 

（よみがな） 

氏 名 
必

須 

 
 

可 ・ 否 

関心の高い 
 

分   野 
 

・障害（ 視覚・聴覚・四肢・内部障害） ・高齢者 

・外国人    ・建築   ・デザイン  ・ピクトグラム 

・メディアＵＤ    ・ＵＤマナー   ・サービス 

・その他（                   ） 

可 ・ 否 

所 属   可 ・ 否 

生 年 月 日         年   月   日（      歳） 
情報提供 

しません 

住 所 
必

須 

〒 

 

 
※ 

連 絡 先 
必

須 
（自宅・携帯） 可 ・ 否 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
必

須 
 可 ・ 否 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  
（URL） 

 
可 ・ 否 

備 考   

 ※ 氏名について情報提供可の場合に限り、市町村名のみを提供します。  
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（様式第３号）第４条関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ＜表＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ＜裏＞ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   
 

あなたを「おかやまＵＤアンバサダー」として認定

し登録者名簿に登録します。「すべての県民が明る

い笑顔で暮らす岡山」を目指し、ユニバーサルデザ

インの考え方や県内における取組事例などをより

多くの県民に発信していただくことで、県民主体の

活動の輪が広がることを期待します。 

 

有効期限       年   月    日 
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（様式第４号）第５条関係 
 
 
 

  
「おかやまＵＤアンバサダー」登録事項変更届 

 
 
 

                            年   月   日  
 
 
 
 岡山県知事 伊原木 隆太 様 
 
 
               申請者 氏 名                  
 
 
                    連絡先                  
 
 

「おかやまＵＤアンバサダー登録（承認）票（様式第2号）」に記載した項目について、

次のとおり変更が生じたので、おかやまＵＤアンバサダー登録制度実施要領第5条第１項

の規定により届け出ます。 

 

事 項 変 更 後 の 情 報 情報提供 

□ 氏名（よみがな）            （          ） 可 ・ 否 

□ 関心の高い分野  可 ・ 否 

□ 所属  可 ・ 否 

□ 住所  提供しない 

□ 連絡先（電話）  可 ・ 否 

□ メールアドレス  可 ・ 否 

□ ホームページ  可 ・ 否 

□ その他 
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（様式第５号）第８条関係 
 
 
 

  
「おかやまＵＤアンバサダー」登録辞退申請書 

 
 

                            年   月   日  
 
 
 岡山県知事 伊原木 隆太 様 
 
 
 
               申請者 氏 名                  
 
 
                    連絡先                  
 
 

おかやまUDアンバサダーとしての登録を辞退したいので、おかやまＵＤアンバサダー

登録制度実施要領第8条第1項の規定により申請します。 

なお、おかやまＵＤアンバサダー養成講座開催案内の送付等の今後の取り扱いについて

は、次のとおり希望します。 

 

１ 「おかやまＵＤアンバサダー養成講座」開催案内の送付について 

 □ 実施要領に基づき、送付してください。 

 □ 送付を希望しません。 

 

２ 「おかやまＵＤアンバサダー登録（承認）票」に記載した内容について 

□ 実施要領に基づき、一定期間保管した後適正に管理・処分してください。 

□ ただちに個人情報を適正に処分してください。 

 

 ＜注意＞  

本人又はおかやまUDアンバサダー登録（承認）票（様式第２号）に記載された 

保護者からの申請のみ受理します。 
 


